
日
承
聖
人
著

『広
経
抄
』
に
つ
い
て

―
―
書
誌
を
め
ぐ
る
問
題
点
―
―

史

一
、
問
題
の
所
在

両
山
第
十
二
世
金
剛
院
日
承
聖
人

（
一
五
〇

一
～

一
五
七
九
、
以
下
承
師
）
の
著
述
に
つ
い
て
は
、
『略
経
抄
』
七
巻
、
『四
節
増
進

記
』

一
巻
、
『五
段
抄
』

一
巻
、
『本
尊
抄
見
聞
』
三
巻
、
『広
経
抄
』
四
十
四
巻
等
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
書
誌
的
あ
る
い
は
教
学
的

に
お
い
て
も
い
ま
だ
研
究
未
完
の
と
こ
ろ
で
あ
る＜
。
即
ち
先
行
文
献
の

『両
山
歴
譜
』
『本
門
法
華
宗
概
論
』
『隆
門
教
学
史
』
『法
華

宗
宗
門
史
』
等
に
お
い
て
承
師
著
述
本
に
つ
い
て
の
所
論
は
、
必
ず
し
も

一
定
し
て
い
な
い
。
例
せ
ば
、
『両
山
歴
譜
』
（日
唱

。
日
心

両
本
）
は
、
「略
経
抄
』
『広
経
抄
』
に
つ
い
て
は
巻
数
著
作
年
共
に
記
し
て
い
る
が

『五
段
抄
』
『四
節
増
進
記
』
に
つ
い
て
は
書
名

の
み
で
、
ま
た

『本
尊
抄
見
聞
』
の
書
名
は
見
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
『本
門
法
華
宗
概
論
』
に
は
、
『略
経
抄
』
『広
経
抄
』
の
書
名

を
挙
げ
、
そ
の
巻
数

ｏ
著
述
年
を
記
し
て
い
る
が
、
他
の
書
名
は
な
い
。
あ
る
い
は

『隆
門
教
学
史
』
で
は
、
『略
経
抄
』
七
巻
、
『四

節
増
進
記
』

一
巻
、
『五
段
抄
』

一
巻
、
『本
尊
抄
見
聞
』
三
巻
、
『広
経
抄
』
四
十
四
巻
と
記
し
、
『略
経
抄
』
『広
経
抄
』
に
つ
い
て

は
著
作
年
を
記
し
て
い
る＜
。
あ
る
い
は

『法
華
宗
宗
門
史
』
に
お
い
て
は

『略
経
抄
』
『広
経
抄
』
『四
節
増
進
記
』
等
の
書
名
を
挙
げ

て
そ
の
巻
数

・
著
述
年
を
記
し
て
い
る
が

『本
尊
抄
見
聞
』
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
『本
尊
抄
見
聞
』
三
巻
の
書
名
が
見
え

な
林
拳
業
　
第
二
十
号
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る
の
は
、
『隆
門
教
学
史
』
の
み
で
あ
る
等
が
如
く
で
あ
る
。

先
年
本
能
寺

。
本
興
寺
両
大
本
山
当
局
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て
、
『広
経
抄
』
（以
下

『本
抄
し

に
つ
い
て
真
蹟
本
と
写
本
と
の
調
査

を
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
『本
抄
』
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
名
称
、
巻
数
、
調
巻
、
著
作
年
、
著
述
順
序
、

内
容
等
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
一
助
と
な
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
従
来
不
確
定
な
承
師
の
教

学
思
想
あ
る
い
は
教
学
史
上
の
置
位
の
解
明
に
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、
名

　

　

称

真
蹟
本
に
よ
れ
ば
、
各
帖
の
表
紙
題
余
や
内
題
に

「信
解
品
」
あ
る
い
は

「従
地
涌
出
品
」
あ
る
い
は

「如
来
寿
量
品
私
」
等
と

あ

っ
て
、
「広
経
抄
」
と
い
う
名
称
は
見
え
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら

「広
経
抄
」
と
い
う
名
称
は
承
師
御
自
身
の
も
の
で
は
な
い
と
類

推
さ
れ
る
が
、
古
来
よ
り
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
史
料
に
よ
れ
ば
、
他
に

「承
抄
」
「承
師
経
抄
」
「承
師
広
経
抄
」

「
日
承
上
人
広
経
抄
」
「承
師
広
之
経
抄
」
「法
華
広
経
抄
」
等
の
名
称
が
見
え
る
。
同
じ
く
承
師
著
の

『略
経
抄
』
と
の
対
比
か
ら
、

「略
の
経
抄
」
と

「広
の
経
抄
」
の
意
と
考
え
ら
れ
、
『広
経
抄
』
の
読
み
は

「
こ
う
き
ょ
う
じ
ょ
う
」
と
す
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ

る
。
承
師
自
身
が

「
四
十
四
帖
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
巻
数
は
四
十
四
巻
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
調
巻
と
関
連
し
て
後
に
再
述
す

る
こ
と
と
す
る
。

三
、
巻
数
と
調
巻
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『本
抄
』
に
お
い
て
は
、
巻
数
に
つ
い
て
は
従
来
よ
り
四
十
四
巻
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
調
巻
に
つ
い
て

注
意
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
巻
数
と
調
巻
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
こ
で
巻
数
と
調
巻
を
確
定
す
る
に

は
、
本
能
寺
蔵
の

『日
承
筆
日
隆
真
跡
聖
教
目
録＜
』
を
取
り
上
げ
そ
の
内
容
に
注
目
し
た
い
。
今
真
蹟
に
よ

っ
て
示
せ
ば
、

序
品
五
品
　
方
便
品
一一祗
　
讐
喩
品
一一面
　
信
解
品
一祗
　
薬
草
喩
品

授
記
品
一一祗
　
化
城
品
一祗
　
五
百
人
記
品
一祗
　
法
師
品
一面
　
宝
塔
品
一祗

提
婆
品
一祗
　
勧
持
安
楽
行
一祗
　
涌
出
品
一一帖
　
寿
量
品
四
帖

分
別
品

一
帖
　
随
喜
法
師
功
徳
品

一
帖
　
不
軽
品

一
帖
　
神
力
属
累
品

一面
（帖
か
）

薬
王
品

一
帖
　
妙
音
品

一
帖
　
観
音
品

一
帖
　
陀
羅
尼
厳
王
品

一
帖

勧
発
品

一
帖
　
　
　
　
　
（異
筆

此
内
勧
発
品
不
足

以
上
四
十
四
帖
　
　
　
　
（異
筆
）
神
力
品
下
二
帖
ノ
内

一
巻
不
足
日
円
勘
之

天
正
七
年
六
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
承
　
花
押

□
能
寺
常
住

で
あ
る
。
管
見
の
限
り
こ
の
内
容
に
相
当
す
る
日
隆
聖
人

（
一
三
八
五
～

一
四
六
四
、
以
下
隆
師
）
の
著
述
が
な
い
こ
と
と
、
『本

抄
』
真
蹟
本
あ
る
い
は
写
本
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
は
隆
師
著
述
の
目
録
で
は
な
く

『本
抄
』
の
巻
数
と
調
巻
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
名
は

「
日
承
筆
広
経
抄
目
録
」
（以
下
目
録
）
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
『本
能
寺
史
料

中
世
編
』
所
載
分
と
今
の
真
蹟
と
の
相
違
点
を
挙
げ
れ
ば
、
「随
喜
法
師
□
徳
品

一
帖
」
は

「随
喜
法
師
功
徳
品

一
帖
」
で
あ
り
、
「神

力
属
累
品
□
□
」
は

「神
力
属
累
品
二
□
」
と
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
「
冥
筆
神
力
品
下
三
帖
ノ
内

一
巻
不
足
日
円
勘
之
」
に
つ
い

て
は
、
特
に
指
摘
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
前
行
と
も
異
筆
で
あ
る
。
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
著
述
年
月
日
の
著
述
月
で
あ
る
。
す
な

日
水
空
人
着

『広
終
沙
』
に
つ
い
て
　
―
昔
集
を
め
ぐ
る
門
通
点
―
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わ
ち
前
掲
書
所
載
分
で
は

「
天
正
七
年
八
月
十
九
日
」
と
あ

っ
て

「
八
月
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
直
ち
に
首
肯
し
が
た
い
。
な

ぜ
な
ら
、
承
師
は
天
正
七
年
七
月
二
十
二
日
遷
化
と
伝
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
真
蹟
の
当
該
箇
所
の
文
字
の
特
徴
と
剥
落
状

態
か
ら
筆
者
は

「
六
月
」
と
す
べ
き
と
推
測
し
て
い
る
。
故
に
前
出
の
真
蹟
に
お
い
て

「天
正
七
年
六
月
十
九
日
」
と
読
ん
だ
の
は
、

か
か
る
理
由
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
本

「目
録
」
は
承
師
最
晩
年
の
筆
と
考
え
ら
れ
非
常
に
貴
重
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
。

以
上
の

「目
録
」
の
内
容
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
『本
抄
』
調
巻
の
有
様
を
は
じ
め
、
巻
数
は
四
十
四
巻
で
あ
る
こ
と
、
真
蹟

本
は
本
能
寺
常
住
で
あ
る
こ
と
、
複
数
回
真
蹟
本
と
の
照
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
本
抄
研
鑽
の
歴
史
も
類
推
で
き
る
こ

と
、
等
で
あ
る
。
真
蹟
本

。
写
本
類
に
よ
る

『本
抄
』
調
巻
の
実
際
は
、
本
文
書
の

「薬
草
喩
品
　
授
記
品
一一祗
」
と
あ
る
の
は

「薬

草
喩
品

（上
）

一
帖
」
。
「薬
草
喩
品

（中
）

一
帖
」
・
「薬
草
喩
品

（下
Ｙ

授
記
品

一
帖
」
で
あ
り
、
同

「
五
百
人
記
品
一祗
」
は
、
「
五

百
弟
子
受
記
品

（上
）

一
帖
」

。

「
五
百
弟
子
受
記
品

（下
）
ｏ
授
学
無
学
人
記
品

一
帖
」
で
あ
り
、
同

「勧
持
安
楽
行
一祗
」
は

「勧

持
品

・
安
楽
行
品

（初
）

一
帖
」

。
「安
楽
行
品

（下
）

一
帖
」
、
同

「神
力
属
累
品
一祗
」
は
、
「神
力
品

（上
）

一
帖
∵

「神
力
品

（下
）
・
嘱
累
品

一
帖
」
等
で
あ
る
。
以
上
を
整
理
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

「序
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
帖

「方
便
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
帖

「警
喩
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
帖

「信
解
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「薬
草
喩
品

（上
と
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「薬
草
喩
品

（中
と
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「薬
草
喩
品

（下
）
授
記
品
」
　

　

一
帖
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「化
城
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「
五
百
弟
子
品

（上
と
　
　
　
　
　
　
一
帖

「
五
百
弟
子
品

（下
）
人
記
品
」
　

一
帖

「法
師
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「宝
塔
口巴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「提
婆
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「勧
持
品

・
安
楽
行
品

（初
と
　
　
　
一
帖

「安
楽
行
品

（下
と
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「涌
出
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一帖

「寿
量
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
帖

「分
別
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「随
喜
法
師
功
徳
品
」
　
　
　
　
　
　
一
帖

「不
軽
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「神
力
品

（上
と
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「神
力
品

（下
）
嘱
累
品
」
　

　

　

一
帖

「薬
王
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「妙
音
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

「観
音
品
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帖

ロ
ネ
空
人
着

『広
終
少
』
に
つ
い
て
　
―
古
薇
を
め
ぐ
る
門
組
点
―



「陀
羅
尼
品

・
厳
王
品
」

一
帖

「勧
発
品
」

一
帖

以
上
四
十
四
帖

四
、
吉
本　
蹟

本

真
蹟
は
本
能
寺
に
二
十
二
冊
が
袋
綴
じ
の
冊
子
本
の
形
態
で
現
存
し
て
い
る
。
「如
来
寿
量
品
私
」
四
巷
中
の
第
四
の
み
、
嘉
永
五

（
一
人
五
二
）
年
六
月
二
十
五
日
妙
蓮
寺
日
耀
の
寄
進
に
な
る
も
の
で
、
承
師
の
奥
書
が
欠
損
し
て
い
る
。
他
は
承
師
の
奥
書
が
確
認

で
き
る
。
前
述
の
如
く

「本
能
寺
常
住
」
で
あ
る
こ
と
以
外
、
伝
来
が
不
詳
で
、
著
述
地

。
当
初
の
形
態

・
修
復
の
詳
細
等
は
不
明
で

あ
る
。
今
煩
わ
し
い
が
現
存
分
と
そ
の
奥
書
を
挙
げ
れ
ば
、

一
、
「讐
喩
品
」
曾
一帖
之
内
中
）

（奥
書
）
元
亀
元
年
犠
七
月
十
三
日
記
之
詑

七
畦
だ
花
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

二
、
「同
」
　

　

（三
帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
元
年
牧
七
月
十
八
日
午
刻
記
之
畢

七
畦
″
花
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

三
、
「信
解
品
」
公
一帖
之
内
上
）

（奥
書
）
元
亀
二
年
梓
卯
月
十
五
日
記
之
詑

七
肘
薦
だ
押



再
覧
之
時
謬
俣
之
義
意
可
消
之
者
也

四
、
「化
城
喩
品
」
公
一帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
三
暦
軽
八
月
十
八
日
記
之
詑

七
肘
海
だ
押

再
覧
之
御
可
添
助
者
也

重
言
謬
説
可
多
之

五
、
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
公
一帖
之
内
上
）

（奥
書
）
元
亀
三
暦
」
九
月
五
日
記
之
詑

七
肘
海
だ
押

再
覧
之
醐
可
添
助
者
也

六
、
「同
」
　
　
　
　
　
　
（二
帖
之
内
下
）

。
授
学
無
学
人
記
品

（奥
書
）
元
亀
三
妊
暦
九
月
十
二
日
記
之
畢

七
肘
海
だ
押

再
覧
之
時
可
添
助
之
者
也

七
、
「法
師
品
」
公
一帖
之
内
上
）

（奥
書
）
元
亀
二
年
梓
五
月
十
八
日
記
之
詑
　
日
承
花
押

再
見
之
枷
可
添
助
者
也

八
、
「同
」
　

　

（二
帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
二
年
梓
六
月
十

一
日
記
之

七
肘
蒋
Ｆ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

九
、
「宝
塔
品
」
含
一帖
之
内
上
）

ロ
ネ
空
人
着

『広
終
炒
』
に
つ
い
て
　
―
昔
熱
を
め
ぐ
る
門
え
点
―



（奥
書
）
元
亀
弐
年
梓
七
月
七
日
記
之
詑

七
肘
石
だ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

一
〇
、
「同
」
　

　

（二
帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
弐
年
耕
七
月
十
二
日
記
之
詑

七
肘
蒋
Ｆ
押

再
覧
之
御
可
添
助
者
也

一
一
、
「提
婆
達
多
品
」
公
一帖
之
内
上
）

（奥
書
）
元
亀
二
年
梓
八
月
十
二
日
記
之
詑

七
肘
蒋
Ｆ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

一
二
、
「同
」
　
　
　
　
（二
帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
第
二
天
梓
八
月
十
八
日
記
之
　
日
承
花
押

再
覧
之
時
不
須
苦
窮
之
可
添
助
者
也

一
三
、
「勧
持
品

。
安
楽
行
品

（初
と

（勧
持
品
末
奥
書
）
元
亀
三
妊
暦
九
月
十
八
日
記
之
詑

七
肘
為
だ
押

（安
楽
行
品
初
末
奥
書
）
元
亀
三
」
暦
九
月
十

一
日
記
之
詑

七
肘
為
だ
押

再
覧
之
御
可
添
助
者
也

一
四
、
「安
楽
行
品

（下
と

（奥
書
）
元
亀
三
幡
暦
十
月
六
日
記
之
畢

七
肘
鳥
だ
押



再
見
之
刻
可
添
助
者
也
　
開
か
之
消
文
多
分

日日
隆蓮
聖大
人士

南
無
妙
法
蓮
華
経

自
他
安
穏
同
帰
常
寂

一
五
、
「従
地
涌
出
品
」
公
一帖
之
内
下
）

（奥
書
）
元
亀
弐
梓
十

一
月
晦
日
記
之
畢

七
肘
蒋
だ
押

急
々
書
写
之
間
再
覧
之
刻
可
添
助
者
也

有
後
見
之
学
侶
者
本
門
之
首
題
御
廻
向

仰
虎
也

一
六
、
「如
来
寿
量
品
私
」
（四
帖
之
内
第

一
）

（奥
書
）
元
亀
三
暦
妊
閏
正
月
汁
五
日
記
之
訪

七
士
牙

一　
日
承
花
押

再
覧
之
御
可
添
助
者
也
」

一
七
、
「同
」

（四
帖
之
内
第
二
）

（奥
書
）
元
亀
三
暦
り
二
月
十

一
日
記
之
詑

七
肘
為
だ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

一
人
、
「寿
量
品
私
」
（四
帖
之
内
第
三
）

（奥
書
）
元
亀
三
暦
帷
卯
月
七
日
記
之
詑

七
肘
驚
√
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

ロ
ネ
聖
人
着

『広
経
沙
』
に
つ
い
て
　
―
古
熱
を
め
ぐ
る
問
処
点
―



一
九
、
「同
」
　
　
　
（四
帖
之
内
第
四
）

（奥
書
）
欠
損

二
〇
、
「分
別
功
徳
品
」

（奥
書
）
元
亀
三
転
卯
月
晦
日
記
之
詑

七
肘
海
Ｆ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

一
三

、
「随
喜
功
徳
品

。
法
師
功
徳
品
」

（随
喜
品
末
奥
書
）
元
亀
三
暦
帷
五
月
四
日
記
之
畢
　
日
承
花
押

再
覧
之
硼
可
添
助
者
也

（法
師
功
徳
品
末
奥
書
）
元
亀
三
暦
妊
五
月
十

一
日
記
之
詑

七
肘
海
だ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也
」

三
二
、
「常
不
軽
品
」

（奥
書
）
元
亀
三
年
幡
五
月
十
五
日
記
之
詑

七
肘
海
だ
押

再
覧
之
時
可
添
助
者
也

で
あ
る
。五

、
著
作
年
と
著
述
順
序



０

先

行

研

究

従
来
、
『本
抄
』
の
著
作
年
月
日
と
著
述
順
序
に
つ
い
て
は
、
著
述
順
序
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
著
作
年
月
日
が

一
定
し
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
著
作
年
月
日
と
著
述
順
序
に
言
及
し
た
最
初
の
文
献
史
料
は
、
本
興
寺
蔵
の

『本
抄
』

写
本

（以
下
本
興
寺
写
本
）
の

「序
品
」
の
初
帖
に
お
け
る
、
両
山
四
十

一
世
日
升
師

（
一
六
七
五
～

一
七
三
九
）
の
識
語
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
同
師
が
享
保
八

（
一
七
二
三
）
年
十

一
月
九
日
に
同
写
本
の
内
三
十
四
冊
の
表
紙
替
え
を
行
っ
た
際
に
識
し
た
も
の
で
あ

る
。
先
ず
こ
れ
を
見
れ
ば
、

一
、
升
私
云
日
承
上
人
営
経
抄
御
作
ノ次
第
薬
王
品
ョリ
始
テ
至
劇
経
末
一又
其
ョリ
序
品
方
便
品
等
卜
次
第
／
嘱
累
品
．ヲ
畢
レリ
何
ト
ナ
レ

バ
薬
王
品
ノ末
永
禄
十

一
年
八
月
汁
五
日
二記
卜之
有
り並
日賢
品
ノ終
二永
禄
十
二
年
八
月
十
日
記
レ之
有
サ
テ序
品
ノ初
帖
ノ終
二永
禄
十
二

年
九
月
十
四
日
記
卜
之
ア
ッ
テ
夫
ι
次
第
／年
月
延
ビ行
テ嘱
累
品
ノ終
二元
亀
三
年
六
月
十
八
日
記
之
畢
七
十
二
才
日
承
判
ア
リ
ホ
レ

ハ
一
部
四
十
四
帖
永
禄
十

一
年
辰
ノ
八
月
二始
テ元
亀
三
年
申
ノ
エハ
月
迄
功
畢
下
ヘリ承
師
六
十
八
才
ョリ
七
十
二
才
ノ御
時
迄
也
。

と
あ
っ
て
、
著
述
順
序
は
、
「薬
王
品
」
よ
り
書
き
始
め
後
の

「普
賢
品
」
に
至
り
、
「序
品
」

。
「方
便
品
」
と
次
第
し
て
本
門
八
品

の

「嘱
累
品
」
に
て
書
き
終
え
、
永
禄
十

一

（
一
五
六
八
）
年
八
月
二
十
五
日
よ
り
元
亀
三

（
一
五
七
二
）
年
六
月
十
八
日
に
至
る
著

述
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
説
が
後
の

『両
山
歴
譜
』
日
心
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
さ
ら
に
後
世
の

『本
門
法
華
宗
概

論
』
、
『隆
門
教
学
史
』
、
『法
華
宗
年
表
』
の
記
述
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

①

『両
山
歴
譜
』
日
心
本
　
水ヽ
禄
十

一
年
条
。

承
師
六
十
八
才
、
欲
記
妙
経
全
部
ノ
経
抄
、
秋
八
月
二
従
薬
王
品
始
至
経
末
、
又
其
ヨ
リ
序
品

・
方
便
品
等
卜
次
第
シ
テ
嘱

累
品
ニ
テ
畢
ル
也
、
何
者
薬
王
品
ノ
末
二
永
禄
十

一
年
八
月
二
十
五
日
二
記
卜
之
ア
リ
、
普
賢
品
ノ
終
二
永
禄
十
二
年
八
月

日
本
聖
人
着

『広
終
炒
』
に
つ
い
て
　
―
吉
装
を
め
ぐ
る
門
組
点
―



二
十
日
記
之
ア
リ
、
サ
テ
序
品
ノ
初
帖
ノ
終

二
永
禄
十
二
年
九
月
十
四
日
記
之
有
、
夫
ヨ
リ
次
第

二
年
月
延
行
テ
、
嘱
累
品

ノ
終

二
元
亀
三
年
六
月
十
八
日
記
之
畢
、
七
十
二
才
、
日
承
判
ト
ア
リ
、
然

ハ
壱
部
四
十
四
帖
永
禄
十

一
年
辰
ノ
八
月
二
始

テ
、
元
亀
三
年
申
ノ
六
月
マ
デ
功
成
玉
ヘ
リ
、
則
是
云
広
ノ
経
抄
也
、

②

『本
門
法
華
宗
概
論
』

永
禄
十

一
辰
年
承
師
六
十
八
才
の
秋
八
月
、
薬
王
品
よ
り
筆
を
執
り
て
経
末
に
至
り
、
又
そ
れ
よ
り
序
品
方
便
品
と
次
第
し

て
、
元
亀
三
年
申
六
月
十
八
日
七
十
二
オ
、
嘱
累
品
を
以
て
筆
を
終
わ
り
、
全
四
十
四
帖
を
足
掛
五
ヶ
年
に
て
完
成
せ
ら
れ

し
事
年
譜
に
見
え
た
り
。

③

『同
』
永
禄
十

一
戊
辰
年
六
十
八
歳
の
時
、
妙
経
全
経
を
記
さ
ん
と
発
願
し
、
元
亀
三
年
申
六
月
に
脱
稿
し
給
う
。　
一
部
四
十
四
帖

な
り
、
廣
経
抄
と
称
す
。

④

『隆
門
教
学
史
』

永
禄
十

一
辰
年
承
師
六
十
八
才
、
妙
経
全
経
を
記
さ
ん
と
欲
し
、
秋
八
月
、
薬
王
品
よ
り
始
め
経
末
に
至
り
、
又
其
よ
り
序

品
方
便
品
と
次
第
し
て
嘱
累
品
に
て
卒
し
、
元
亀
三
年
申
六
月
十
八
日
七
十
二
才
満
五
ヶ
年
の
大
著
で
あ
る
。
四
十
四
冊
、

之
を
廣
経
抄
と
云
ふ
。

⑤

『法
華
宗
年
表
』

永
禄
十

一
年
条
、
人
月
二
十
五
日
本
能
寺
日
承
、
広
経
抄
の
著
述
を
始
む
。

元
亀
三
年
条
、
六
月
本
能
寺
日
承
、
広
経
抄
四
十
四
巻
著
。

と
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
特
に
史
料
②
の

『本
門
法
華
宗
概
論
』
に
て
は

「年
譜
に
見
え
た
り
」
と
あ
っ
て
前
出
の

『両
山
歴
譜
』
日



心
本
を
引
用
し
、
こ
の
著
作
順
序
は
隆
師

『本
門
弘
経
抄
』
（以
下

『弘
経
抄
し

の
著
作
順
序
で
あ
り
、
こ
れ
を
承
師
が
倣
っ
た
も
の

と
推
論
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『両
山
歴
譜
』
日
唱
れ
に
お
い
て
は
、

①
永
禄
十

一
年
条

是
年
□
□
□
□
□
承
公
千
時
六
十
八
、
造
妙
経

一
部
経
抄
、
云
広
経
抄
、
七
月
八
月
此
染
筆
始
、
元
亀
三
壬
申
年
成
、
調
巻

四
十
四
冊
。

②
元
亀
三
壬
申
年
条

十
月
、
承
公
経
抄
成
、
子
時
七
十
二
才

と
あ
っ
て
、
著
述
順
序
は
明
確
に
は
し
な
い
も
の
の
完
成
を
元
亀
三

（
一
五
七
二
）
年
十
月
と
し
て
い
る
。
同
年
十
月
は

『安
楽
行
品

（下
運

脱
稿
で
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
想
定
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
『法
華
宗
宗
門
史
』
に
て
は
、

永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
八
月
二
十
五
日

『薬
王
品
』
よ
り
始
ま
り
、
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
十
六
日

『安
楽
行

品
』
下
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
奥
書
に

元
亀
三
壬
申
十
月
十
六
日
記
之
畢
　
七
十
二
才
日
承
花
押

再
見
之
刻
可
添
助
者
也
　
蹄
″
之
消
文
多
分

南
無
妙
法
蓮
華
経
　
田
睡
獣
是
　
自
他
安
穏
同
帰
常
寂

ロ
ネ
空
人
着

『広
終
少
』
に
つ
い
て
　
―
古
織
を
め
ぐ
る
門
４
点
―



と
七
十
二
才
の
高
齢
を
も
い
と
わ
ず
、
四
十
四
帖
の

『広
経
抄
』
を
労
作
し
た
。

と
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
人
）
八
月
二
十
五
日

「薬
王
品
」
よ
り
、
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
十
六
日

「安
楽
行
品

（下
と

脱

稿
と
し
て
い
る
。
著
述
順
序
に
つ
い
て
は

『同
書
』
「伏
見
宮
日
承
略
年
譜
」
（以
下

「承
師
年
譜
し

に
お
い
て

「真
蹟
本
」
と

「本

能
寺
蔵
常
楽
院
日
請
写
る
」
（以
下
日
請
写
本
）
の
奥
書
に
よ
っ
て
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
先
行
研
究
で
は
、
著
作
年
に
つ
い
て
は
、
「薬
王
品
」
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
八
月
二
十
五
日

（承
師
六
十
八

才
）
脱
稿
は
諸
説

一
致
し
て
い
る
が
、
著
述
順
序
と
の
関
連
か
ら
、
そ
の
完
成
は
、
「嘱
累
品
」
脱
稿
の
元
亀
三

（
一
五
七
二
）
年
六

月
十
八
日
、
と
す
る
説
と
、
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
と
す
る
説
、
あ
る
い
は

「安
楽
行
品

（下
と

脱
稿
の
元
亀
三
年

（
一
五

七
二
）
十
月
十
六
日
、
承
師
七
十
二
オ
と
す
る
説
等
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

②
　
著
作
年
と
著
述
順
序
の
確
定

そ
れ
で
は
、
今

一
度
真
蹟
本
と
写
本
類
の
奥
書
を
整
理
し
て
、
著
作
年
と
著
述
順
序
の
確
定
を
試
み
た
い
。
前
述
の
如
く
、
前
出

『法
華
宗
宗
門
史
』
所
載

「承
師
年
譜
」
に
お
い
て
す
で
に
こ
の
作
業
は
な
さ
れ
て
い
ん
。
し
か
し
、
『同
書
』
に
よ
れ
ば
根
拠
の
一
つ

で
あ
る

「日
請
写
本
」
は
、
「序
品
」
「薬
王
品
」
「妙
荘
品
」
「勧
発
品
」
の
四
本
が
欠
本
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
写

本
は
調
巻
に
つ
い
て
の
問
題
も
存
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
改
め
て
こ
れ
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
真
蹟
本
と
同
本
と
前
出
の
本
興
寺
写
本
と
の
奥
書
を
対
校
し
て
整
理
し
著
述
順
序
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ｔ
田
　
名
）　
　
　
　
　
　
（脱
稿
日
）

薬
王
品
　
　
　
　
　
　
　
　
水ヽ
禄
十

一
年
八
月
二
十
五
日

妙
音
品
　
　
　
　
　
　
　
　
水ヽ
禄
十
二
年
五
月
九
日



並
日
田同
口Ш

陀
羅
尼
品

普
賢
品

序
品

方
便
品

警
喩
品

信
解
品

法
師
品

曰
ネ
聖
人
着

『広
終
少
』
に
つ
い
て
　
―
昔
装
を
め
ぐ
る
門
鶏
点
―

下 上 下 上 下 中 上 下 中 上 五 四 三 二 一

永
禄
十
二
年
六
月
十
三
日

厳
王
品
　
　
　

水ヽ
禄
十
二
年
八
月
十
二
日

永
禄
十
二
年
八
月
二
十
日

永
禄
十
二
年
九
月
十
八
日

永
禄
十
二
年
十
月
七
日

．

永
禄
十
二
年
十

一
月
四
日

永
禄
十
二
年
十

一
月
二
十
七
日

永
禄
十
二
年
十
二
月
十
三
日

永
禄
十
三
年
四
月
二
十
五
日

永
禄
十
三
年
五
月
二
十
五
日

永
禄
十
三
年
六
月
十
二
日

元
亀
元
年
六
月
二
十
八
日

元
亀
元
年
七
月
十
三
日

元
亀
元
年
七
月
二
十
八
日

元
亀
二
年
四
月
二
十
五
日

元
亀
二
年
五
月
八
日

元
亀
二
年
五
月
二
十
八
日

元
亀
二
年
六
月
二
十

一
日



宝
塔
品
　
上下

提
婆
達
多
品

従
地
涌
出
品

如
来
寿
量
品

分
別
功
徳
品

随
喜
功
徳
品

法
師
功
徳
品

不
軽
品

神
力
品
　
上

神
力
品
　
下

嘱
累
品

薬
草
喩
品
　
上

元
亀
二
年
七
月
七
日

元
亀
二
年
七
月
二
十
二
日

元
亀
二
年
八
月
十
二
日

元
亀
二
年
八
月
二
十
八
日

元
亀
二
年
十
月
二
十
八
日

元
亀
二
年
十

一
月
三
十
日

元
亀
三
年
間
正
月
二
十
五
日

元
亀
三
年
三
月
十

一
日

元
亀
三
年
四
月
七
日

元
亀
三
年
四
月
十
七
日

元
亀
三
年
四
月
三
十
日

元
亀
三
年
五
月
四
日

元
亀
三
年
五
月
十

一
日

元
亀
三
年
五
月
二
十
五
日

元
亀
三
年
六
月

一
日

元
亀
三
年
六
月
十

一
日

元
亀
三
年
六
月
十
八
日

元
亀
三
年
七
月
二
日

四 三 二 一 下 上 下 上



中
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
七
月
十

一
日

薬
草
喩
品
　
下
　
授
記
品
　
一九
亀
三
年
七
月
二
十
八
日

化
城
喩
品
　
上
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
八
月
十
七
日

下
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
八
月
二
十
八
日

五
百
弟
子
受
記
品
　
　
　
　
一九
亀
三
年
九
月
五
日

授
学
無
学
人
記
品
　
　
　
　
一九
亀
三
年
九
月
十
二
日

勧
持
品
　
　
　
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
九
月
十
八
日

安
楽
行
品
　
上
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
九
月
二
十

一
日

安
楽
行
品
　
下
　
　
　
　
　
一九
亀
三
年
十
月
六
』

以
上
の
如
く
、
そ
の
著
作
期
間
は
、
永
禄
十

一

（
一
五
六
人
）
年
八
月
二
十
五
日
、
承
師
六
十
八
才
の

「薬
王
品
」
よ
り
始
ま
り
、

元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
六
日
、
承
師
七
十
二
才
の

「安
楽
行
品

（下
と

に
至

っ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
確
認
で
き
、
先

行
研
究
の
諸
説
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

ま
た
、
『弘
経
抄
』
の
著
作
順
序
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

六
、
内

　

　

容

『本
抄
』
は

『法
華
経
』
の
解
説
書
と
い
う
よ
り
は
、
隆
師
の

『弘
経
抄
』
百
十
三
巻
の
内
容
を
四
十
四
巻
に
要
約
し
、
学
侶
の
た

め
に
解
説
さ
れ
た
冊
略
本
と
い
う
べ
き
書
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『弘
経
抄
』
の
内
容
研
究
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
教
学
内
容
、

曰
ネ
聖
人
着

『広
終
少
』
に
つ
い
て
　
―
古
装
を
め
ぐ
る
門
題
点
―
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所
謂

「本
門
八
品
上
行
要
付
」
の
義
を
説
示
し
解
説
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
解
説
さ
れ
る
べ
き
表
題

は
、
基
本
的
に

『弘
経
抄
』
に
よ
っ
て
お
り
、
適
宜
、
省
略

。
追
加
が
な
さ
れ
て
い
る
。　
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
『弘
経
抄
』
寿
量
品
釈

の
下
の
表
題
は

「
一
、
来
意
の
事
、
観
心
来
意
の
事
、
上
行
要
付
来
意
の
事
、
本
門
三
大
秘
法
の
事
」
と
あ
る
。
こ
れ
よ
っ
て

『本

抄
』
寿
量
品
釈
で
は

「
一
、
来
意
の
事
、
次
、
観
心
来
意
の
事
、
三
、
上
行
要
付
来
意
の
事
」
と
し
て

「本
門
三
大
秘
法
の
事
」
は
省

略
し
て
解
説
を
加
え
て
い
る
が
如
く
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
同
じ
く

「寿
量
品
　
第
四
」
の

「
二
、
讐
得
益
不
虚
事
」
の
下
に
、
「失

心
不
失
心
の
事
」
を
取
り
上
げ
、
「不
失
心
の
久
遠
下
種
者
事
、
仰
云
」
と
し
て
そ
の
解
説
は

『弘
経
抄
』
の

「不
失
心
と
は
久
遠
下

種
の
者
の
事
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
解
説
と
し
て
い
る
等
、
同
様
の
例
も
多
々
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
隆
師
直
弟
の
両
山
第
三
世
日
登
師

（
一
四
三
二
～

一
四
五
九
）
、
同
六
世
日
与
師

（
一
四
二
六
～

一
四
九

一
）
等
や
、

さ
ら
に
は
同
八
世
日
定
師

（
一
四
六
二
～

一
五
三

一
）
の
義
の
引
用
も
多
数
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
隆
師
の
直
弟
以
来
の
教
学
思
想
を
知

る
上
の
貴
重
な
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。
例
せ
ば
、
『弘
経
抄
』
の

「見
仏

・
不
見
仏
」

。
「本
已
有
善

。
本
未
有
善
」
の
義
と
日
与

師
の

「見
仏
不
見
仏
事
」
義
の
相
違
を
日
定
師
の
説
に
よ
っ
て
紹
介
し
て
、

定
師
御
義
に
云
く
、
今
の
隆
師
の
仰
せ
と
与
師
の
仰
せ
と
相
違
す
る
也
。
隆
師
の
御
義
は
上
処
の
如
く
不
滅
の
上
の
生
滅
は
本
未

有
善
の
機
の
た
め
な
り
。
与
の
御
義
は
本
化

。
逃
化
、
相
続

・
退
転
相
対
し
て
退
本
の
本
已
有
善
の
在
世
衆
生
の
た
め
と
一ム云
。

故
に
相
違
す
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
是
は

一
辺

一
辺
を
顕
し
た
ま
う
欺
。
与
師
は

（中
略
）
是
は
本
已
有
善
の
一
品
二
半
の
非
滅
現

滅
の
大
綱
な
り
。
是
は

一
往
の
義
な
り
。
隆
師
の
御
義
は
今
日
釈
尊
の
非
生
現
生
非
滅
現
滅
は
仏
意
な
が
ら
本
未
有
善
の
未
来
滅

後
の
我
等
が
上
に
有
る
心
を
顕
し
た
も
う
な
り
。
是
は
再
往
の
実
義
な
り
。
本
門
は

一
向
に
滅
後
の
た
め
と
一ム云
。
本
門
八
品
上

行
要
付
の
意
な
り
。
（中
略
）
詮
は
、
与
師
の
御
義
は
在
世

一
品
二
半
に
即
し
て
相
続

・
退
本
を
顕
し
未
来
滅
後
の
明
鏡
に
備
う

る
心
な
り
。
隆
師
の
御
義
は
八
品
所
顕
の
仏
意
を
顕
し
現
在
益
物
な
が
ら
未
来
滅
後
の
下
種
に
有
る
こ
と
を
示
す
意
な
り
。

-132-



と
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
直
弟
の
解
釈
に
つ
い
て
、
隆
師
の
実
義
を
解
説
す
る
補
釈
と
し
た
り
、
ま
た
隆
師
義
と
の
異
目
を
指
摘
し
た
り

と
縦
横
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
承
師
の
教
学
の
方
法
論
の
一
側
面
を
示
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

七
、
お

わ

り

に

以
上
の
如
く

『本
抄
』
の
書
誌
を
め
ぐ

っ
て
雑
駁
な
が
ら
検
討
を
加
え
、
名
称
、
巻
数
、
調
巻
、
著
作
年
、
著
述
順
序
等
の
確
定
を

試
み
た
。
特
に
承
師
真
筆
の

「目
録
」
を
発
見
し
得
た
こ
と
に
よ

っ
て
調
巻
を
確
定
で
き
た
こ
と
は
望
外
で
あ
る
。
『本
抄
』
の
著
作

期
間
は
、
永
禄
十

一

（
一
五
六
八
）
年
八
月
二
十
五
日
、
承
師
六
十
八
才
よ
り
始
ま
り
、
元
亀
三
年

（
一
五
七
二
）
十
月
六
日
、
承
師

七
十
二
才
の
約
四
年

一
ヶ
月
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
年
齢
と
四
十
四
帖
の
巻
数
と
を
考
慮
す
れ
ば
か
な
り
の
速
筆
で
あ
る
と
い
え
る
。
周

到
な
用
意
の
上
で
な
さ
れ
た
も
の
と
の
想
定
は
可
能
で
あ
る
が
、
各
巻
末
ご
と
の
奥
書
に

「再
覧
之
御
添
助
す
可
き
者
也
」
と
記
さ
れ

る
真
意
を
推
察
す
る
に
、
『本
抄
』
は

「急
々
の
書
写
」
で
あ
る
故
に

「重
言
謬
説
之
れ
多
く
あ
る
可
し
」
で
あ
る
の
で

「謬
惧
之
義

意
之
れ
を
消
す
可
き
者
也
」
「須
く
苦
窮
す
べ
か
ら
ず
。
之
れ
を
添
助
す
可
き
者
也
」
と
の
意
を
表
明
す
る
た
め
に
識
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
後
世
学
侶
の
た
め
に
隆
師
の
実
義
を
誤
り
無
く
伝
え
よ
う
と
す
る
承
師
の
著
述
姿
勢
を
端
的

に
示
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

尚
、
『本
抄
』
の
教
学
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
が
、
機
会
を
得
て
後
稿
に
委
ね
た
い
と
思

っ
て
い

ＺＯ
。最

後
に
、
『本
抄
』
真
蹟
本
及
び
写
本
、
承
師
関
連
書
物
等
の
閲
覧
を
御
快
諾
下
さ

っ
た
、
本
能
寺

。
本
興
寺
両
大
本
山
御
貫
首
貌

下
は
じ
め
御
当
局
各
上
人
に
は
甚
深
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

ロ
ネ
空
人
着

『広
終
炒
』
に
つ
い
て
　
―
す
集
を
め
ぐ
る
門
題
点
―



主

０
　
『日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
（日
蓮
教
学
研
究
所
編
）
八
九
頁
に
お
い
て
、
承
師
の
著
述
は

『四
節
増
進
記
』

一
巻

（永
禄
八

年
）
、
「五
百
弟
子
品
抄
』
二
巻

（元
亀
三
年
）
、
『神
属
二
品
抄
』
（同
）
、
「宗
教
五
義
抄
』

一
巻
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「五
百
弟
子
品

抄
』
『神
属
二
品
抄
』
は
そ
の
著
述
年
よ
り

『広
経
抄
』
の
部
分
で
あ
り
、
ま
た

『宗
教
五
義
抄
』
は
、
『五
段
抄
』
を
指
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
承
師
著
述
本
に
つ
い
て
未
整
理
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

②
　
『本
能
寺
史
料
　
古
記
録
編
』
　

四
四
九
～
四
五

一
頁
、
五
六
七
～
五
六
八
頁
。

０
　
『本
門
法
華
宗
概
論
』
二
九
〇
頁
。

０
　
『隆
門
教
学
史
』
二
〇
七
頁
。

０
　
『法
華
宗
宗
門
史
』
二
六
四
～
二
六
七
頁
。

③
　
『本
能
寺
史
料
　
中
世
編
』

一
四
八
頁
所
載
。
「本
能
寺
文
書

。
什
宝
等
目
録
』

一
六
頁
に
よ
れ
ば
、
本
文
書
は
軸
装
で
法
量
は
二

人

・
八

ｃｍ
×
二
〇

・
七

ｍ
で
あ
り
、
「日
隆
真
跡
」
の

「跡
」
は

「蹟
」
と
な
っ
て
い
る
。

０
　
『本
能
寺
文
書

・
什
宝
等
目
録
』

一
九
頁
、
ラ
ベ
ル
番
号
成
二
七
―

一
～
同
―
三
二
。

③
　
『大
本
山
本
興
寺
寺
宝
目
録
』
二
十
四
頁
。
成
立
年
は

「普
賢
品
」
末
の
両
山
四
十

一
世
日
升
師
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
天
正
三
年

三
月
下
旬
よ
り
四
月
中
旬
迄
と
あ
る
が
、
「宝
塔
品
上
」
天
正
三

（
一
五
七
四
）
年
十

一
月
八
日
の
日
尭
師
筆
の
み
古
く
、
他
は
天

正
三

（
一
五
七
五
）
年
三
月
下
旬
よ
り
同
年
四
月
中
旬
迄
の
成
立
で
、
両
山
第
十
三
世
日
尭
師
在
位
中
で
承
師
在
世
中
で
あ
る
。
筆

者
は
、
日
尭
師
以
下
十
三
名
の
署
名
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
整
足

ｏ
修
覆
の
歴
史
も
明
確
で
あ
り
、
調
巻
に
つ
い
て
も
、
真
蹟
本

の
現
存
部
分
と
調
巻
は

一
致
し
て
お
り
、
真
蹟
本
の
欠
本
部
分
は
、
こ
の
写
本
に
よ
っ
て
補
い
得
る
と
思
わ
れ
る
。
『同
目
録
』
に



「論
疏
四
三
　
広
経
抄
　
四
十
四
冊
　
宝
塔
品
ノ
下
三
帖
重
本
、
第
三
十
七

・
三
十
八
欠
本
」
と
あ
る
が
、
「宝
塔
品
ノ
下
三
帖
」
は

筆
者
と
書
写
年
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
「本
興
寺
日
軌
」
と
署
名
が
あ
る
。
前
出
写
本
と
は
筆
者
が
異
な
り
、
日
升
師
に
よ
る
三
十

四
冊
の
表
紙
替
え
の
形
跡
も
な
く
、
通
巻
番
号
も
付
い
て
い
な
い
。
以
上
か
ら
、
異
本
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て

「論
疏
四
三
　
広

経
抄
」
は

「全
四
十
四
帖
の
内
第
三
十
七

・
三
十
八
欠
本
、
四
十
二
冊
」
と

「宝
塔
品
ノ
下
三
帖
」
と
の
二
種
の
写
本
と
す
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
本
能
寺
蔵
の

「
『広
経
抄
』
十

一
冊
」
の
内

「常
不
軽
品
」
弯
本
能
寺
文
書

・
什
宝
等
目
録
』

一
七
頁
、
ラ
ベ
ル
成

一
三
―

一
一
）
は
、
こ
の

「第
三
十
七
欠
本
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

い
　
本
興
寺
写
本
の
「序
品
」
初
帖
の
奥
書
は
「永
禄
十
二
天
己
巳
九
月
「
八
日
記
之
詑
」
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
写
本
も
此
に
同

じ

。

⑩
　
「普
賢
品
」
末
尾
に
も
同
様
の
識
語
あ
り
。

０
　
『本
能
寺
史
料
　
古
記
録
篇
』
　

五
六
八
頁
。

０
　
泉
智
亘
著
、
五

一
頁
。

０
　
同
、
二
九
〇
頁
。

０
　
『泉
日
亘
先
生
著
作
集
』
（第

一
〇
巻
所
収
）
二
〇
七
頁
。
た
だ
し

「広
経
抄
　
自
永
禄
十
二
年
九
月
　
至
元
亀
三
年
六
月
　
四
十

四
巻
」
と
の
記
載
も
あ
り
。
（同
上
）

０
　
九
六
～
九
七
頁
。

０
　
同
様
の
推
論
は

「日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
（株
橋
日
涌
著
　
『桂
林
学
叢
』
第
四
号
所
収
　
四
九
頁
）
に
も
あ
る
。
他
に

『弘
経

抄
』
の
著
作
順
序
に
論
及
し
た
も
の
に

「
『本
門
弘
経
抄
』
考
」
（大
平
宏
龍
著
　
『日
蓮
教
団
史
論
叢
』
所
収
）
三
六
七
頁
以
下
が

あ
る
。

曰
ネ
聖
人
着

『広
終
炒
』
に
つ
い
て
　
―
音
装
を
め
ぐ
る
問
処
点
―
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『本
能
寺
史
料
　
古
記
録
篇
』
　

四
五

一
頁
。

『法
華
宗
宗
門
史
』
二
五
五
頁
。

『同
』
二
六
七
頁
。

奥
書
に
よ
れ
ば
、
天
正
九

（
一
五
八

一
）
年
八
月
十
四
日
か
ら
同
十
三

（
一
五
八
五
）
年
正
月
二
十
三
日
成
立
で
あ
り
、
筆
者
常

楽
坊
日
請

（伝
承
未
詳
）
で
あ
る
。
整
足

・
修
覆
の
形
跡
は
な
い
。

但
し
、
翌
日
門
品
」
翌
日賢
品
」
「方
便
品
上
」
「涌
出
品
上
」
「法
師
功
徳
品
」
が
脱
落
し
て
い
る
。

現
在
は
本
能
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『法
華
宗
宗
門
史
』
二
六
四
頁
の

「承
師
年
譜
」
に
お
い
て
、
こ
の

「薬
王
品
」
奥

書
を
根
拠
と
し
て
、
『広
経
抄
』
の
書
き
始
め
を
永
禄
十

一
年
八
月
二
十
五
日
と
し
て
い
る
が
、
当
該
箇
所
に
は
奥
書
は
な
い
。

『同
』
二
六
七
頁
。

例
せ
ば
、
「薬
王
品
」
を
上
下
三
帖
、
「陀
羅
尼
品
」
「妙
荘
品
」
を
各

一
帖
と
す
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
同
写
本
に
お
い
て
し

か
見
出
せ
な
い
。

「承
師
年
譜
」
で
は

「
二
三
日
」
。
『法
華
宗
宗
門
史
』
二
六
五
頁
。

「同
」
で
は

「
一
〇
日
」
。
『同
書
』
同
頁
。

「本
興
寺
写
本
」
に
よ
る
。

「承
師
年
譜
」
で
は

「
一
六
日
」
。
『同
書
』
二
六
七
頁
。

『日
隆
聖
人
全
集
』
（以
下

『隆
全
し

八
―
二
七
八
～
二
九

一
頁
。

一

『隆
全
』
九
―
四
八
八
頁
。

一

『隆
全
』
九
―
四
二
九
頁
。
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『本
抄
』
「寿
量
品
」
第
三
帖
の
下
の

「
二
、
釈
難
値
」
の
下
。

『同
』
「涌
出
品
下
　
奥
書
」

『同
』
「化
城
喩
品
下
　
奥
書
」

『同
』
「信
解
品
上
　
奥
書
」

『同
』
「提
婆
品
下
　
奥
書
」

〈キ
ー
ワ
ー
ド
　
　
日
承
聖
人
　
広
経
抄
　
調
巻
　
著
作
順
序
〉

ロ
ネ
聖
人
着

『広
終
少
』
に
つ
い
て

―
昔
熱
を
め
ぐ
る
問
題
点
―


